
船員電離放射線障害防止規則

１．案内情報
① 手続名 ： 事故等の報告
② 手続根拠 ： 船員電離放射線障害防止規則第４９条
③ 手続対象者 ： 次に掲げるいずれかに該当する船舶所有者（ロとハについて

は放射線業務線の船舶所有者）
イ 船員電離放射線障害防止規則第３６条第１項各号のいず
れかに該当する事故が発生したとき

ロ 船員電離放射線障害防止規則第３９条第１項の健康診断
を行ったとき

ハ 放射線業務を開始し、又は廃止したとき
④ 提出時期 ： ③の事実があったときは遅滞なく。
⑤ 提出方法 ： 主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄す

る運輸局または海運支局に提出する。
③イについては事故の概要を記載したもの
③ロについては所定の報告書に必要事項を記入したもの
③ハについては次に掲げる事項を記載したもの
・ 船舶所有者の氏名又は名称、住所及び主たる労務管理を
行う事務所の所在地

・ 開始又は廃止の別及びその期日
・ 放射線業務の内容
・ 放射線業務線の名称、総トン数、用途及び航行区域又は
従業制限

・ 放射線業務従事者及び一般船員の構成概要
・ その他必要な事項

⑥ 手数料 ： なし
⑦ 添付書類・部数 ： 運輸局または海運支局にお問い合わせ下さい。
⑧ 申請書様式 ： ③ロの報告書
⑨ 記載要領・記載例 ： 提出先となる運輸局または海運支局にお問い合わせ下さい。

２．窓口情報
① 提出先

北海道運輸局船員部労働基準・安全衛生課 ０１３４－２３－４２１５
東北運輸局船員部労働基準・安全衛生課 ０２２－２９９－８８６３
新潟運輸局船舶船員部労働基準・安全衛生課 ０２５－２４４－６１１６
関東運輸局船員部労働基準・安全衛生課 ０４５－２１１－７２３２
中部運輸局船員部労働基準・安全衛生課 ０５２－９５２－８０２６
近畿運輸局船員部労働基準・安全衛生課 ０６－６９４９－６４３２
神戸海運監理部船員部労働基準・安全衛生課 ０７８－３２１－７０５５
中国運輸局船員部労働基準・安全衛生課 ０８２－２２８－８７０１
四国運輸局船員部労働基準・安全衛生課 ０８７－８２５－１１９５
九州運輸局船員部労働基準・安全衛生課 ０９３－３３２－８０８５
沖縄総合事務局運輸部海運第二課 ０９８－８６６－００３１

② 受付時間：提出先にお問い合わせ下さい。
③ 相談窓口：上記提出先

３．手続情報
① 審査基準 ：ー
② 標準処理期間 ：ー
③ 不服申立方法 ：ー



（第四十九条関係）第二号様式

船員電離放射線健康診断結果報告書
年 月 日

地方運輸局長
殿

海運監理部長
船舶所有者の住所及び氏名又は名称

①放射線業務の種類 健康診断実施年月日 年 月 日

船 名 総 ト ン 数 用途 航行区域 (従業制限 )

放射線業務従事者数 男 女 計

異 常 所 見 者 数 男 女 計

③ 実 効 線 量 に よ る を 超 を超5 m S v 20mSv
以 下 を超5 m S v 50mSv

区分 え 以 え 以 計20mSv 50mSv
の 者 え る 者

性別 下 の 者 下 の 者

男
②

女
健
康 ④眼の水晶体の等価 を超45mSv

以下 を45mSv 1 5 0 m S v
診 線量による区分 え 計15 0m Sv

の 者 超 え る 者
断 性別 以 下 の 者
受
診 男
船
員 女
数

⑤その他の等価線量 を150mSv
以 を1 5 0 m S v 5 0 0 m S v

による区分 超え 計500mS
下 の 者 超 え る 者

性別 以下の者v

男

女

異常所見 異常所見 異常所見 異常所見
項 目 性別 項 目 性別

のある者 のない者 のある者 のない者

男 男
ヘ マ ト ク リ ッ

白 血 球 数
ト 値

女 女

男 男
白血球百分率 眼

女 女

男 男
赤 血 球 数 皮 膚

女 女

男
血 色 素 量

女

１ ①の欄には、原子炉の運転及びこれに付随する放射性物質の取扱い、エックス線
装置の使用又は放射性物質装備機器の取扱いの別を記載すること。

２ ②の欄には、皮膚又は眼の検査のみを行つた場合には、記載することを要しない。
３ ③、④及び⑤は、今回の健康診断の前一年間に受けた線量によつて行うこと。


